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熊本市政の推進にあたり、日頃から御理解、御高配を賜

り深く感謝申し上げます。  

未曾有の災害となった「平成２８年熊本地震」から７年

が経過する中、本市では、被災した方々の生活再建を最優

先に、復興を下支えする地域経済の活性化や防災、減災の

まちづくりなど、復旧・復興の加速化と未来への礎づくり

に全力で取り組んでまいりました。  

国におかれましても、発災当初からこれまで、被災者の

生活支援に係る迅速な対応をはじめ、国庫補助制度の創設

や拡充等、被災自治体の財政負担軽減のために様々なご支

援を頂いたところです。  

この結果、がけ崩れ等で被害を受けた宅地の復旧工事が

令和三年度で全事業が完了したほか、液状化被害を受けた

地区の対策工事についても、昨年度末にすべての地区の本

体工事が完了するなど、復旧・復興は着実に進んでいると

実感しております。  

また、国内における感染確認がされて以降、本市へも深

刻な影響を与えていた新型コロナウイルス感染症につい

ては、本年５月８日から感染症法上の位置付けが変更され、

新たな局面を迎えたところです。  

本市においても引き続き感染症 対策に注力するととも

に、本市が目指す「上質な生活都市」の実現に向け、こど

もを核としたまちづくりの推進はもとより、ＴＳＭＣ進出

を好機とした都市基盤整備など、国の動きに呼応した取組

も積極的に展開していく必要があると考えております。  

国におかれましては、本市が取り組む各種施策の推進に

是非とも御理解をいただき、令和６年度予算編成等に向け

て、特段の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。  

 

 

       令和５年（ 2023 年）６月  
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早期の罹災証明書交付を可能にするための 

住家被害認定調査におけるデジタル化等の推進 
 

【内閣府】 

 

 

１ 災害発生時に、早期の罹災証明書交付により被災者への各種支援

策に速やかに着手するため、また、広域災害時に、自治体間で迅

速かつ効果的に応援・受援を図るため、国において、住家被害認

定調査システムを搭載した被災者支援システムの標準化を、早期

に実現していただきたい。 

 

 

 

 

■被災者の一日も早い生活再建のために、罹災証明書の早期の交付が

求められているが、災害の規模によっては、その前提となる住家被害

認定の一次調査に、多大な労力と時間を要している。 

 

■住家被害認定調査に紙の調査票を使用しているため、調査時の記入

だけでなく、調査後の判定結果算出作業や調査票等のデータ取り込

みにも、多くの労力と時間を要している。 

 

■国においては、マイナンバーカードを活用して被災者支援手続のオ

ンライン申請や罹災証明書のコンビニ交付が可能な「クラウド型被

災者支援システム」を提供されているが、住家被害認定調査システム

は搭載されておらず、民間ベンダのシステムと連携する仕様となっ

ている。 

 

 

現 状 

提案・要望内容 
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要望担当課：政策局危機管理防災部防災計画課 ℡096-328-2354  

財政局税務部税制課       ℡096-328-2174 

 

 

 

■住家被害認定調査を効率化・迅速化するため、スマホやタブレット等

のモバイル端末を活用し、現場で入力した記録を基に即時に調査結

果が算出され、被災者支援システム等に保存できる調査手法（住家被

害認定調査のデジタル化）を推進する必要がある。 

 

■自治体ごとに、操作方法や業務フローの異なる被災者支援システム

を導入しているため、大規模災害発生時の自治体間連携に支障が生

じる場合があることから、より迅速で効果的な応援・受援を実現する

ために、国において住家被害認定調査システムを搭載した被災者支

援システムの標準モデルを構築することが望ましい。 

 

課 題 
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災害時の外国人支援経費に係る 

国庫負担の明確化 
 

【内閣府】 

 

 

１ 災害時の外国人の方向けの各種支援（多言語化対応、ハラル、コ

ーシャー等の方への食事対応、通訳・翻訳の人員配置等）を、要

配慮者に対する支援として災害救助法事務取扱に追記していた

だき、当該経費が国庫による負担になることを明確化することに

より、各自治体が積極的に災害時の外国人支援に取り組めるよう

にしていただきたい。 
 

 

 

 

■平成２８年熊本地震発生の際に外国人避難対応施設として国際交流

会館を避難所として開設し、外国人の方向けに、言語や食事等に配慮

した被災者支援を行った。 

 

■上記の経験を踏まえて、地震後、熊本市地域防災計画において「外国

人に対する対策」を新たに追加し、国際交流会館を「外国人避難対応

施設」として位置付けるとともに、外国人への情報提供等、関係各所

との連携及び大規模災害時の対策について定めたところ。 

 

 

 

■災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定に基づく「要配

慮者」については、災害救助法事務取扱要領において、避難所での対

応等について特別な配慮が求められている。 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：政策局総合政策部国際課 ℡096-328-2070 

 

■外国人については、これまでの教育・訓練などで蓄積された災害に関

するストック情報が不足している恐れがあり、また、災害発生時に提

供されるフロー情報について日常的に聞きなれない日本語情報など

を適切に理解できない恐れがあることから、特に言語に関して、特別

な配慮が必要な要配慮者に該当する。その他、避難所での生活などに

おいて宗教上の特別な配慮が必要となる可能性がある。 

 

■一方で、現行の災害救助法事務取扱要領には、高齢者や障がい者の要

配慮者に対する避難所の設置、運営等に係る取扱いは記載されてい

るものの、外国人に対する具体的な取扱いについては明記されてい

ない。 

 

■そのため、災害時に必要な外国人支援に係る経費が災害救助費国庫

負担金から支出されるかどうかが明確に判断できず、避難所で必要

な配慮などについて迅速な対応ができない可能性がある。 

 

■本市の在住外国人数は年々増加傾向であり、予防期の啓発活動等を

含めて、災害時の外国人に対する対策の更なる推進の重要性が高ま

っている。 
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被災者の生活再建・住まい確保に向けた財政支援等 

 

【内閣府】 

 

 

１ 被災者生活再建支援制度について 

・半壊世帯及び一部損壊世帯も支援金の支給対象としていただき  

たい。 

  ・宅地復旧に関しても支援の対象とする新たな制度を創設していた

だきたい。 

 

 

 

■平成 28年熊本地震では多数の住宅被害が発生し、復旧に相当の費用

を要したが、現行の被災者生活再建支援制度は、令和２年法改正後も、

中規模半壊に至らない半壊(解体世帯を除く)や一部損壊の住宅被害

に関しては支援の対象外となっている。 

 

■また、本市が行った被災者へのアンケートの結果、宅地に被害が生じ

た世帯のうち、７割を超える世帯が復旧工事を要するものの、現行制

度では、支援の対象外となっている。 

 

 

 

■今後も地震等による同様の被害が想定されるところ、中規模半壊に

至らない半壊や一部損壊世帯の住宅被害及び宅地被害も復旧には相

当の費用を要するため、迅速な住宅再建の大きな障害となることか

ら、新たな支援制度の創設が必要である。 

 

  

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：健康福祉局健康福祉部健康福祉政策課 ℡096-328-2340 

 

参考１ 罹災証明書（住家の交付状況（2022年 12月末時点） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 現行の支給対象及び支給額 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

 

 

 

 

 

 （※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 計 

5,764件 8,972件 38,964件 82,985件 136,685件 
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災害援護資金貸付制度に対する支援 
 

【内閣府】 

 

 

１ 災害援護資金の借受人は、被災後の生活を再建するため、やむを

得ず当該制度を利用した者であり、約定通りの返済が困難な者が

償還者のなかにみられる。熊本地震の被災者に対しても、償還期

間の延長や免除規定の緩和を認めていただきたい。 

 

２ 東日本大震災や平成 28年熊本地震、令和 2年 7月豪雨等、近年大

規模な災害が全国的に発生している状況である。被災地の復興が

円滑に進むよう、全国的な制度として被災自治体をより支援する

仕組みとしていただきたい。 

 

 

 

■熊本地震においては、559件、総額約 9.4億円の災害援護資金の貸付

を行った。 

 

■熊本地震から 7 年が経過した現在においても、失業や長期間の加療

等により、依然として生活困窮の状況から抜け出せず、新型コロナウ

イルス感染症の影響も重なり令和 4年 12月末時点で、返済中 383件

のうち 197件に滞納がある状況である。 

 

■東日本大震災では、特例により、借受人が償還期間満了後に、無資力

かつ償還できる見込みがない場合において免除が可能とされている

が、熊本地震については認められていない。 

 

■利子については、平成 31 年 4 月に通常 3％の利子を、保証人を立て

る場合は無利子、保証人を立てない場合は 1.5%に引き下げた。 

 

現 状 

提案・要望内容 

7



参考１ 現行の災害援護資金貸付制度 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

項目 通常 東日本大震災特例 

貸付制度の償還期間 
10年 

（うち据置期間 3年） 

13年 

（うち据置期間 6年） 

貸付金の国への償還期間 11年 14年 

免除規定 

借受人の死亡・重度障害 

・自己破産となった場合

で、連帯保証人に支払い能

力がない場合に限定 

左記に加え、借受人が償還

期間満了後に、無資力かつ

償還できる見込みがない場

合も免除可能 

事務費 ・被災者である借受人からの利子で賄う 

 

 

 

■借受人の中には低所得世帯も含まれ、返済が困難な世帯や支払猶予

を求める世帯が存在し、10 年の償還期間では返済できないケースが

見込まれる。 

 

■生活困窮を理由とした免除が熊本地震について認められておらず、

柔軟な対応ができる仕組みとはなっていない。 

 

■貸付原資の 3 分の 2 は国庫貸付金であり、国への償還期間最終年度

において未回収の貸付残高は、被災自治体が一般財源から支出して

返済することとなっており、被災自治体の財政を圧迫する恐れがあ

る。 

 

■償還に係る事務費についても、被災者である借受人から得る利子の

範囲内で賄うことになっているため、不足が生じた場合、同じく被災

自治体が負担することになる。 

 

 

 

課 題 
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要望担当課：健康福祉局健康福祉部健康福祉政策課 ℡096-328-2340 

 

参考３ 償還に係る事務費の見込額等 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 熊本地震における本市の貸付・償還状況 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

※仮にこのままの償還状況で推移すれば、未収額が約 53,000千円となり、それ

を本市が一般財源から追加で支出することとなる。 

 

 

 

 

●10年間の事務費【見込額】 … 約 118,605千円 

職員 会計年度任用職員 需用費・役務費 システム経費 

68,322千円 30,238千円 744千円 19,301千円 

※延べ 10名 ※延べ 11名 ※実績・予算ベース ※実績 
 

●事務費歳入額【見込額】 … 約 57,500 千円 

※これまでの償還状況のまま推移すると仮定した場合 

 

 

  （令和 5年 2月末時点） 

貸付数 貸付金額 
未償還額 

（元金） 

滞納率 

（貸付数ベース） 
利子総額 

559件 942,564千円 399,426千円 53.7% 67,140千円 
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熊本地震後の児童生徒の心のケアに対する財政支援 
 

【文部科学省】 

 

 

１ 被災児童生徒の心のケアのため、今後も引き続き、現行の補助制

度による財政支援を継続していただきたい。 
 

 

 

■平成２８年熊本地震以降、被災児童生徒の心のケアに係る費用につ

いては、全額国庫補助による財政支援を受けている。 

 

■平成２８年熊本地震以降、カウンセリングが必要な児童生徒数の調

査を継続して行っており、時間の経過とともにその数には減少傾向

が見られるが、令和４年度（２０２２年度）の調査においてもカウン

セリングが必要な児童生徒が３８人確認されている。 

 

 

 

■今後も、不安を抱える児童生徒への適切な対応を継続し、児童生徒の

心の安定を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：教育委員会事務局学校教育部総合支援課 ℡096-328-2743 

 

参考１ 熊本地震に伴うカウンセリングが必要な児童生徒数の調査結果 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加して

簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして好きな

位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 総事業費 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加して

簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして好きな

位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

 

   （対象：熊本市立小中学校の全児童生徒）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈2016年度〉   約 101,400千円 

〈2017～2018年度〉約 22,000千円×2ヵ年 ＝  約 44,000千円 

〈2019～2020年度〉約 15,000千円×2ヵ年 ＝  約 30,000千円 

〈2021年度〉   約 7,400千円 

〈2022年度〉   約 3,700千円 

 

計 約 1.9億円 

 

6/15 11/9 2/22 6/20 11/15 2/15 6/14 10/31 1/31 7/28 10/28 1/29 6/30 11/2 2/18 6/23 11/8 2/20

必要数（人） 834 961 953 799 837 874 860 446 425 249 205 171 108 90 74 50 38 38

内、新規（人） 519 542 434 440 343 316 503 208 154 88 88 62 40 32 40 31 13 15

0

500

1,000

必要数（人） 内、新規（人）

2017年度 

(60,321人) 

2018年度 

(60,122人) 

2019年度 

（59,853人) 

2020年度 

（59,748人) 

202１年度 

(60,112人) 

2022年度 

(60,047人) 
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熊本城の復旧・復興に対する支援 
 

【文部科学省・国土交通省】 

 

１ 熊本城の復旧・復興に向けて、現行の補助率の嵩上げによる財政

支援を継続していただきたい。 

（文部科学省〈重要文化財建造物〉 補助率 85％⇒90％、 

  〈特別史跡（石垣、復元建造物）〉補助率 70％⇒75％、 

国土交通省〈都市災害復旧事業〉 補助率 2/3⇒0.783） 

 

２ 令和５年（2023）年３月に改定した「熊本城復旧基本計画」の着実

な推進に向けた復旧事業費の確保について、引き続き支援をお願

いしたい。 

 

３ 復旧・復興に係る現地指導や会議への出席、文化庁内に設置され

ている熊本城復旧総合支援室の継続など、人的・技術的支援につ

いても、現行どおり継続していただきたい。 

 

 

 

■平成 30年（2018年）3月に策定し、令和 5年（2023年）3 月に改定

した熊本城復旧基本計画に基づき、文化財的価値の保全とともに、計

画的・効率的な復旧と戦略的・効果的な公開活用に取り組んでいる。 

 

 

■熊本城復旧基本計画の推進を図るためには、計画期間（～令和 34年

（2052年）度）中の継続した財政支援と予算額の確保が必要である。 

 

■重要文化財建造物や石垣などの復旧には高い専門知識と技術を持っ

た人材が継続して必要である。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：文化市民局熊本城総合事務所総務管理課 ℡096-352-5900 

 

参考１ 現行の補助制度 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 令和６年度～令和 10年度の復旧事業費（概算額） 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

 

 

 

所管 補助メニュー 補助率 支援対象 

重要文化財修理、防災、公開活用 

事業費 

90％ 

（85％） 
重要文化財建造物 

史跡等総合活用整備事業費、 

重要文化財等防災施設整備事業費 

75％ 

（70％） 
特別史跡（石垣、復元建造物） 

国交省 都市災害復旧事業 
78.3％ 

（2/3） 

再建・復元建造物 

（天守閣・本丸御殿・飯田丸五階櫓） 

熊本城公園施設 

（便益施設・管理施設） 

※激甚災害に係る復旧事業として、補助率の嵩上げが適用されている。（括弧内は通常の災害復旧事業に係る補助率） 

文化庁 

単位：百万円

R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028）

宇土櫓・続櫓 136 510 50 60 222

平櫓 6 7 50

源之進櫓・四間

櫓・十四間櫓・

七間櫓・田子櫓

168 309 282 522

石垣 1,355 1,710 1,515 1,735 2,351

数寄屋丸

二階御広間
247

未申櫓 15

本丸御殿 238 357 77

長局櫓 52 77 23

飯田丸五階櫓 150 301 301 229

※年度別の復旧事業費は概算額のため変動する可能性がある。

年度
支援対象所管

文化庁

国交省

重要文化財

建造物

石垣・

復元建造物

再建・復元

建造物
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文化財（未指定を含む）の復旧に対する財政支援 
 

【文部科学省】 

 

 

１ 国指定文化財等の災害復旧に向け、嵩上げ分を含め継続的に財政

支援を講じていただくとともに、国登録文化財に対しても補助対

象を工事費まで拡大していただきたい。 

 

２ 県・市指定及び潜在的価値を有する未指定文化財の災害復旧につ

いての国庫補助制度を創設していただきたい。 

 

 

 

 

■平成 28年熊本地震において、国や県、市の指定文化財や指定文化財  

としての潜在的価値を有する未指定文化財の多くが被災しており、  

これらの復旧に相当の期間と多額の経費を要している。 

 

■国指定文化財の災害復旧に資する国庫補助制度はあるが、文化財所

有者の負担分も大きい状況にある。 

 

■国指定以外の文化財については、熊本県が設置した「熊本地震被災  

文化財等復旧復興基金」による民間所有者への支援が一部あるもの

の、自治体をはじめ文化財所有者等の負担は過大となっている。 

 

 

 

■一部では未指定文化財建造物の解体も行われており、文化財の保存

や復旧が進まない状況も懸念され、補助制度の拡充や創設が必要で

ある。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：文化市民局文化創造部文化財課 ℡096-328-2740 

 

参考１ 現行の支援制度 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

参考２ 復旧中の主な文化財 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を追加

して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 

 

 

 

項目 現行制度 

国指定文化財等への継続的な財政支援及

び助成制度の拡充 

補助率（うち20％が災害復旧に係る嵩上げ分） 
・国指定：70～85％ 
・国登録：設計費等のみ70～85％ 

県・市指定及び未指定文化財への助成 

制度の創設 

・県・市指定：補助制度なし 
・未指定：補助制度なし 

 

 

 

 

 

・国指定：釜尾古墳（R14 以降復旧見込）、塚原古墳群（R14 以降復旧見込）、熊本城跡

（R35以降復旧見込） 

・市指定：明治天皇小島行在所（R5復旧見込） 

 

   ※文化財復旧の基本的な流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

復旧方法の検討

（専門家による委員会等）

被害詳細調査
現状変更

許可
工事等

1～２年 2～数年１～数年
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新型コロナウイルス感染症に対する 

国産ワクチンの早期実用化 
 

【厚生労働省】 

 

 

１ 将来にわたり十分な量のワクチンを安定的に供給するためにも、

国産ワクチンの研究開発の支援、生産体制の強化が図られるよう、

早期実用化に向けた必要な支援を強力に推進していただきたい。 

２ 国産ワクチンの承認審査にあたっては、副反応の少なさなど安全

性を十分に考慮した評価とし、不活化ワクチンをはじめとした副

反応に対する懸念の低い国産ワクチンを早期に実用化していた

だきたい。 
 

 

 

■現在供給されているワクチンでは、接種者によっては心筋炎やアナ

フィラキシーショック等の副反応が激しく生じる方がいる。 

■本人の希望に関わらずワクチン接種が適当でない方もいる。特に、小

児接種については、接種後の副反応について心配されている保護者

もおり、ワクチン接種を希望されないケースがある。 

 

 

 

■ワクチンの安定供給を継続していくためには、輸入に頼らない国産

ワクチンの早期実現が必要である。 

■副反応の発生頻度や症状の重さなどの問題が顕在化しており、ワク

チン自体の安全性や副反応への懸念から接種を差し控えている方や

若年層、小児、アレルギーを持つ方などに対して、多様なワクチン接

種の選択肢を提供することが必要である。 

現 状 

提案・要望内容 

課 題 
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要望担当課：健康福祉局保健衛生部感染症対策課 ℡096-328-2106 

 

 
● コロナワクチン開発の進捗状況(国内開発)＜主なもの＞  

 

・ 厚生労働省 HPより抜粋し、一部加工したもの（R5.4.12 現在）  

・ 赤枠が従来型のワクチン（不活化ワクチン）開発の進捗状況 

※１ 生産体制等緊急整備事業で採択された企業を掲載 

※２ 取り組み状況については、開発者から聞き取り  

 

 

参考１ 国内で使用されている新型コロナワクチン 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイントを強調したり、スケジュールなどの情報を

追加して簡単に参照できるようにしたりするのに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、または下部に配置されますが、ドラッグ

して好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリックして入力を始めましょう。] 
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